
明星小学校における携帯電話の取り扱いに関する同意確認書 

 

ご記入日 令和  年  月  日 

 

明星小学校 学校長 様 

次の事項に同意することを条件に、保護者の責任の下、子どもに携帯電話を所持させたいので、同意書を提

出します。また、同意確認事項については、子どもとともに内容を一つ一つ確認し、その他使用に関するル

ール等を約束させた上で、毎年提出します。 

〈同意確認事項〉 

 同意確認事項を読み、同意・確認できる項目の全てのチェックボックスへのチェック（✔）をお願い致し

ます。全ての項目に同意いただけない場合は、明星小学校への携帯電話の持ち込みはできません。 

 

同意確認事項 
保護者 

☑ 

児童 

☑ 

１ 登下校中は携帯電話を使用しません。災害や犯罪に巻き込まれる等の緊急時でのみ、携

帯電話を使用します 

  

２ 校内では、常にランドセルかスクールバッグに保管し、学校の指示がある時のみ、携帯

電話を使用します 

  

３ 学校の指示の下、校内で使用する際には、所定の場所でのみ、携帯電話を使用します   

４ 携帯電話の適切な使用に関するルールを家庭でつくり、そのルールに基づき使用します 

また、学校が定めた携帯電話所持に関するルールにも遵守します 

  

５ 使用するアプリケーションやサービスについて、家庭で話し合い、適切に使用します   

６ フィルタリング等を設定し、不適切な使用を防ぐ工夫を使用前に実施します   

７ パスワード等を設定し、個人情報の漏洩を防ぐ工夫を使用前に実施します   

８ 携帯電話に関するトラブル（破損・盗難・個人情報の漏洩・SNS 等によるいじめ）につ

いては、保護者の責任とし、学校は関与致しません 

  

９ 携帯電話に関するトラブルやいじめ、犯罪被害等があった場合の相談窓口や、連絡でき

る関係機関を子どもと共有しています 

  

10 上記の確認事項に違反があった場合は、携帯電話を担任が預かります。その後、携帯電

話の使用ルールについて児童本人に指導し、保護者へ返却します。なお、年度内の持ち

込みはできません。 

  

  

     期                              NO.     (学校記入) 

児童氏名                 保護者氏名              印       

確認しました。持ち込みを認めます。（有効期限令和８年４月７日～令和９年３月３１日）    学校側認印 


